
 

坂東市子育て世代定住促進奨励金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、坂東市の定住人口の増加及び地域の活性化を図

るため、市内に定住をする意思をもって住宅の取得をする転入者に対し、

予算の範囲内で、子育て世代定住促進奨励金（以下「奨励金」という。）

を交付する事業（以下「交付事業」という。）について、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１）定住 永く住むことを前提に市内に住宅を有し、その所在地が住所

地として本市の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の

本拠とすることをいう。 

（２）転入 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に定める手続に

より本市以外の市区町村の区域内に住所を定めていた者が、生活の本

拠の移転に即して、同法に定める手続により本市の区域内に住所を定

めることをいう。 

（３）転出 住民基本台帳法に定める手続により本市の区域内に住所を定

めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法に定める手続により

本市以外の市区町村の区域内に住所を定めることをいう。 

（４）転入者 就職、就学等のため転出をした日から１年以上経過した後

に再び市内に転入をして定住をする者又は初めて市内に転入をして定

住をする者をいう。ただし、転入した日から３年以上経過している者

を除く。 

（５）住宅 台所、便所、浴室及び居室を備え、利用上の独立性を有して

いる、自己の居住の用に供する建築物（他の用途を併用している建築

物で延べ床面積の２分の１以上を自己の居住の用に供しているもの

（以下「併用住宅」という。）を含む。）をいう。 



（６）新築住宅 建物登記簿の建築年月日から起算して、３年を経過して

いない専用又は併用住宅であって、人の居住の用に供したことのない

ものをいう。 

（７）中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。 

（８）取得 住宅を新たに建築（住宅の機能の変更、維持、向上等を図る

ために行う修繕、増築、改築、設備更新等を除く。）又は購入し、当

該住宅の所有権（共有によるものを含む。）を得ることをいう。 

（９）子ども 出生から義務教育を修了するまでの間にあり、住宅の取得

をする者と生計を同一としている子をいう。 

（１０）居住誘導区域 坂東市立地適正化計画（平成３１年３月策定）で

定める居住誘導区域をいう。 

（１１）市内住宅建設会社 市内に事務所又は事業所を有し、住宅の建設

工事を請け負う法人又は住宅を建設し、販売する法人をいう。 

（交付対象者） 

第３条 奨励金の交付対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。 

（１）取得した住宅について、本人又はその配偶者若しくはその両方が所

有権を有していること。 

（２）奨励金の交付申請日時点で、取得した住宅の所在地が住所地として

本市の住民基本台帳に記載されている者であること。 

（３）奨励金の交付申請日時点で、満２０歳以上満４０歳以下であるこ

と、又は前条第９号に定める子どもを１人以上養育していること。 

（４）世帯全員に市税等の滞納がないこと。 

（５）住宅の所有権の保存又は移転の登記が、奨励金の交付申請日から起

算して６月前の日以降に完了していること。 

（６）以前に当該奨励金の交付又は市が他に実施する住宅取得支援に係る

補助金の交付を受けていないこと。 

（７）住宅の取得価額が５００万円以上であること。 

（８）日本人又は在留期間が無期限の外国人であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該

奨励金の交付対象としない。 



 （１）別荘等の一時的に使用するものである場合 

（２）賃貸、販売等の営利を目的としたものである場合 

（３）公共補償等により住宅を取得した場合又は建て替えをしたものであ

る場合 

（奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。ただし、基本額及び加算額

を合わせて５０万円を限度とする。 

基本額 

新築住宅取得 １５０，０００円 

中古住宅取得 ５０，０００円 

加算額 

子ども１人につき ５０，０００円 

居住誘導区域内 ５０，０００円 

市内住宅建設会社契約（新築住宅取得の場合） ５０，０００円 

申請者が転入者である ２００，０００円 

（交付申請） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

子育て世代定住促進奨励金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）世帯全員の住民票 

（２）取得した住宅の建物としての登記記録に関する全部事項証明書の写

し 

（３）住宅の工事請負契約書の写し（建築の場合） 

（４）住宅の売買契約書の写し（購入の場合） 

（５）居住用面積が確認できる書類（建物平面図等） 

（６）承諾書兼誓約書（様式第２号） 

（７）共有名義者同意書（共有名義の場合）（様式第３号） 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による奨励金の申請があったときは、その内容



を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、子育て世代定住促進奨励金交

付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとす

る。 

 （奨励金の請求） 

第７条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、子育て世代定住促進奨励金請求書（様式第５号）を市

長に提出しなければならない。 

（関係資料の提出及び現地調査の実施） 

第８条 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたとき

は、申請者又は交付決定者に対し関係資料の提出その他必要な協力を求め

ることができる。 

２ 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために特に必要と認めたとき

は、現地調査を行うことができる。 

 （交付決定の取消） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。 

（１）申請手続において偽りその他の不正があったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が取消しが相当と認める事由があっ

たとき。 

２ 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消すときは、子育て

世代定住促進奨励金交付決定取消通知書（様式第６号）により交付決定者

に通知するものとする。 

 （奨励金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合に

おいて、奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、子育て世代定

住促進奨励金返還命令書（様式第７号）により交付決定者に通知するもの

とする。 

（その他） 



第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この告示の規定にかかわらず、令和８年３月３１日までに住宅の所有権

の保存又は移転の登記がなされている場合にあっては、なお従前の例によ

る。 

 


